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要　約
本研究の目的は、情報に対する意識尺度（小学生版）を開発し、児童の情報モラルの資質・能力を高め

るプログラムの開発及び実践することで、その効果を検証することである。小学生の情報モラルに対する
意識の構造を探索し、情報に対する意識尺度を測定する尺度を作成し、『インターネット依存傾向』、
『インターネット規範意識』、『コミュニケーショントラブル』、『不正コピー』、『衝動性』の５つを
抽出し、『小学生版情報モラルに対する意識尺度』を作成した。さらに、本尺度から児童の実態に沿った
プログラムを考案し、小学校５年生児童にデジタル・シティズンシップ教育の４つの特徴を取り入れた実
践をした。学級ではコミュニケーショントラブルに、男子にはインターネット依存傾向に有効であること
が明らかになった。今後、『小学生版情報モラルに対する意識尺度』の精度を高め、実態を捉えた継続性
のある情報モラルの指導体制が求められる。

１．はじめに

本研究の目的は、情報に対する意識尺度（小学
生版）を開発し、児童の情報モラルの資質・能力
を高めるプログラム開発及び実践することで、そ
の効果を検証することである。
1.1. 文部科学省のGIGAスクール構想から
「GIGA スクール構想」（文部科学省2019）に

より、学校には、児童生徒に１人１台端末の配備
と校内に高速大容量の通信ネットワークが整備さ
れた。本構想の推進するに至る背景には、３点の
日本の学校教育の現状を踏まえている。

１点目として、学校現場の教育 ICT（Information 

and Communication Technology）環境整備状況
が脆弱かつ地域間での整備状況の格差が大きい危
機的状況にあること、２点目として、OECD の
PISA 調査（2018）によると、日本の学校の ICT
利活用は、世界から後塵を拝している状況であり、
授業のデジタル機器の使用時間は OECD 加盟国で
最下位であること、３点目として、子どもの ICT
使用は、学校外・学習外の活用の比重が大きいと
いう現状を受けたものである。つまり、学習場面
でのインターネット上のサイトを見たり、関連資
料を閲覧したりする等、子ども達の効果的な「学
び」につながるデジタル機器の利用頻度が諸外国
と比較して低調であることが明らかになった。
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内閣府は、「Society5.0」という新たな社会を目
指すため、様々な政策を挙げている。文部科学省
においては、「Society5.0」に求められる子どもの
資質・能力の育成を図るため、学習指導要領（文
部科学省2017）の着実な実施及び「チーム学校」
として学校運営の充実を図ること、ICT 等の先
端技術を学校現場で効果的に活用することを求め
ている。

これにより、特別な支援を必要とする子どもを
含め、多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、
公正に個別最適化された学習が可能となり、資質・
能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境の実
現と、これまでの我が国の教育実践の蓄積と ICT
のベストミックスを図ることにより、教師・児童
生徒の力を最大限に引き出すことが期待される。
さらに、文部科学省は、各学校で使用する ICT
端末を家庭への持ち帰りを推進しており、児童生
徒が時間的・空間的な制約を超えた学びや創造的
な学びにも広げることができると期待している。
しかし、文部科学省は、ICT 端末の持ち帰りに
ついて学校や家庭に注意喚起する情報発信も同時
にしている。

1.2．「ネットいじめ・ネットトラブル」の増加
と端末の持ち帰りに関する動向から

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査結果（文部科学省2022）によ
ると、小・中・高等学校及び特別支援学校のいじ
め認知件数は615,351件で、前年度に比べ98,188
件（19.0％）増加したことが明らかになった。また、

「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌な
ことをされる」、いわゆる「ネットいじめ」に関す
る項目は、21,900件であり、ネットいじめに関す
るいじめの態様は、平成26年の調査以降、年々
増加し続けている。最近では、学校で学習のため
に使用する端末のチャットや SNS、カメラ機能
等を使用し、オンライン授業中に別の児童を退出
させたり、体育の授業で嫌がる児童の動画や写真
を撮ったり、教員の目が届かない水面下でネット
いじめやネットトラブルが発生している。2020年

には、東京都町田市の小学６年生女子児童が「い
じめを受けていた」というメモを残し、自死した
事件が報道された。自死の原因は、学校で貸与し
た ICT 端末による悪口の書き込みであるとされ、
ICT 端末利用がいじめの温床となったという痛
ましい事案が起きてしまった。

文部科学省は、「学校や家庭における生活や環
境が大きく変化し、子ども達の行動等にも大きな
影響を与えていると窺われるとして、周囲の大人
が子ども達の SOS を受け止め、組織的対応を行
い、外部機関等に繋げて対処していくことが重要
である」と示し、個々の児童生徒の状況に応じた
必要な支援や SC、SSW、関係機関との連携によ
る教育相談体制の充実の推進と未然防止と未然発
見・早期対応の取り組みや家庭・地域社会等の理
解を得て地域ぐるみの取り組みを示している。

また、端末利活用状況等の実態調査（文部科学
省2021）では、平常時の端末の持ち帰り学習を
実施している小・中学校は26.1％、準備中である
学校は51.8％であり、現状は持ち帰り学習が進め
られていない。コロナウィルス感染症対策等のオ
ンライン授業・学習対策のために、各学校は家庭
への持ち帰りの準備及び整備を進めているが、健
康面やネットいじめ・ネットトラブルの指導を家
庭にどのようにつなげていけばよいのか等、「連
携」に課題がある。

1.3. 情報活用能力に明記された「情報モラル」
の重要性

学習指導要領解説総則編（文部科学省2017）
第１章第２の２の⑴には、学習の基盤となる資質・
能力として、言語能力、情報活用能力、問題発見・
解決能力等が示されている。その中でも「情報活
用能力」の項目では、『情報モラルを含む』と明
記され、情報活用能力に情報モラルが含まれるこ
とを強調している。

「情報活用能力」を具体的に捉えると、学習活
動では必要に応じてコンピューター等の情報手段
を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較
したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達
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したり、必要に応じて保存・共有したり等ができ
る力である。さらに、このような学習活動を遂行
する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習
得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報
セキュリティ、統計等に関する資質・能力を含み、
各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成さ
せることで、各教科における主体的・対話的で深
い学びへとつながることを期待している。しかし
ながら、携帯電話・スマートフォンや SNS が子
供たちにも急速に普及し、インターネット上での
誹謗中傷やいじめ、インターネット上の犯罪や違
法・有害情報の問題の深刻化、インターネット利
用の長時間化等の情報端末利用の問題点も数多く
指摘している。

情報モラルとは、「情報社会で適正な活動を行
うための基になる考え方と態度」と定義されてい
る。各教科における主体的・対話的で深い学びに
つながる情報活用能力の育成のために、「他者へ
の影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利
を尊重し情報社会に責任をもつことや、犯罪被害
を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用で
きること、コンピューターなどの情報機器の使用
による健康との関わりを理解すること」が求めら
れ、学習指導要領においても児童生徒の情報モラ
ルの指導の充実と課題が示されている。

1.4. 情報モラル教育に関する先行研究
情報モラルの授業実践に関する研究には、以下

のものが見られる。手塚・佐藤・三井（2021）ら
は、ICT 環境が整備された学校で１人１台端末を
先行実施していた小学校教師の情報モラル指導に
対する負担感・困難さを検討している。半構造化
インタビューを実施した結果、「情報モラル指導
のタイミングの難しさ」や「情報モラルの指導形
態に関する迷い」、「端末の活用場面に即した指導
だけでは補えない指導内容」、「情報モラル指導に
対する教員間の考え方や進度の調整」、「情報モラ
ルに対する個別指導」、「児童間のオンラインのや
りとり」の６種類の負担感・困難さを確認してい
る。このようなことから、実際の端末の活用場面

で発生したトラブルを生徒指導へ円滑につなげ、
連携しながら負担感・困難さを軽減させる手立て
について検討する必要性があることを述べている。

山本・清水（2008）は、家庭と小学校が連携促
進させる情報モラル指導に関わる調査をしてい
る。保護者との連携を促進する要因を明らかにす
るために探索的因子分析した結果、「保護者のモ
ラル向上」、「家庭の指導内容」、「保護者への関与」

「学校への連絡」の４つの因子を抽出し、分析結
果をもとに学校と家庭の連携を図る年間プログラ
ムの開発・実践及び検証している。この研究から、
学校全体で保護者との連携を図るプログラムの実
践が４因子において有意に高まることが示され、
今後は情報モラルに関する児童の変容を検証する
ことが課題であると述べている。

宮川・森山（2011）は、中学生・大学生を対象
とした道徳的規範意識と情報モラルに対する意識
の関係を検討している。情報モラルに対する意識
を把握する尺度の作成及び道徳的規範意識を把握
し、共分散構造分析を用いてその妥当性を検証し
たところ、道徳的規範意識を構成する「節度」と

「正義・規範」の因子が情報モラルに対する意識
へ相対的に強く影響していることが示唆された。
今後、各学校段階で情報モラルを経験する前後で
意識間の関係の変容と道徳的規範意識を基礎とし
た情報モラルに対する意識の醸成が、適切な判断
力に有効であるのか等の課題を述べている。

さらに、宮川・阪東（2016）らは、高校生を対
象としたネットワーク利用犯罪に対する情報モラ
ル意識の形成を図るために、「氷山モデル」のよ
うなシステム思考の考え方を活用した「考えさせ
る学習活動」の授業実践の検証を試みている。授
業の前後に質問紙を用いて授業実践の検証をした
ところ、授業実践でねらいとした「情報社会にお
ける犯罪防止に対する意識」の因子に有意な伸び
が認められた。情報モラルに対する意識を高める
授業実践として一定の有効性も認められ、今後は
さらなる「氷山モデル」を活用した授業実践と題
材の再構成等の課題も述べている。

これらの先行研究は有益な研究であるが、様々
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な情報モラルの課題を踏まえると、小学生段階で
児童の情報モラル意識の実態を明らかにした上
で、児童の「考え方」や「態度」を育成する情報
モラルの指導の充実を図る必要があると考えた。

1.5. 情報モラル教育の懸念とデジタル・シティ
ズンシップ教育の動き

情報モラル教育の充実と課題が述べられている
中、坂本（2022）らは、「情報モラル教育には、
具体的なネットいじめ対策がなく、文部科学省が
公表する『ネットいじめに関する対応マニュアル・
事例集』（2008）は書き込み削除など、もっぱら
事後的な対応しかないことが現状である」と述べ
ている。玉田（2015）は、「現状の指導法は、基
本的に、『葛藤場面を設け、心情に訴えかけて、
よくない行為を思いとどませる心情重視型』や、

『ルールを覚え込ませるルール重視型』の指導法」
であり、「禁止事項を強調することで情報技術の
活用にネガティブな印象を与える」ことを問題点
と述べている。坂本（2021）は、インターネット
上でのいじめ事象やトラブルが起きるたびに、教
育関係者は情報機器の使用や所持を規制し、「情
報モラル」教育を「インターネットの危険から子
どもを守る」という啓発教育や安全教育と捉えが
ちになること、また、外部講師に丸投げし、講演
会で実践を終える学校があることも問題と述べて
いる。対して、宮川・阪東（2016）らは、情報モ
ラル教育の実践において児童生徒の思考・判断力
の形成を図ることが必要であると指摘し、「考え
る学習活動」を重視した先行研究もある。以上の
ことから、情報モラル教育の目的・指導は未だに
整備されたといえない状況であると考える。

そのような中で、「デジタル・シティズンシップ教育」
が日本で注目されている。デジタル・シティズンシッ
プとは、ナショナル・エデュケーション・テクノロジー・
ス タ ン ダ ー ド（National Education Technology 
Standard :NETS）の2007年改訂版の中で、「情報技
術の利用における適切で責任ある行動規範」と示し、
さらに2015年になると、国際教育工学会（International 
Society for Technology Education）が、アップデー

トし、「生徒が相互につながったデジタル世界に
おける生活、学習、仕事の権利と責任、機会を理
解し、安全で合法的倫理的な方法で行動し、模範
となる」と定義している。

その後、坂本（2020）は、デジタル・シティズ
ンシップ教育は、欧州評議会（Council of Europe）
において、「若者が効果的なデジタル・シティズ
ン（優れたデジタル市民）になるために必要な能
力を身につけることを目的とした教育」と示し、

「デジタル・シティズンシップ教育は、若者に特
定の信念を受け入れることやオンライン上の特定
の政治活動に参加するように説得することではな
い。新しいテクノロジーがもたらす機会を考慮し、
情報に基づいた選択ができるようになること」を
目的としている。リスク回避に重点が置かれる日
本の「情報モラル」概念にはないデジタル・アイ
デンティティが重視され、オンラインでの交流に
対して「ポジティブで安全、合法的で倫理的な行
為」のためのスキルの育成を目指している。

現在の「情報モラル教育」は、個々の安全な利
用を学ぶものであるのに対し、「デジタル・シティ
ズンシップ教育」は、人権と民主主義のために善
き社会を創る市民になることを目指すものとして
いる。デジタル社会で生きる子ども達がそのリス
クを理解し、安心安全に利用しながら可能性を広
げていくこと、個人のモラル教育ではなく、利用
を躊躇させる情緒的抑制から、賢く使う合理的な
活用ができる人材育成へと転換すべきであると言
及している。

本研究は、小学生版情報モラルに対する意識尺
度を作成し、児童の情報に対する意識を把握する。
これを研究１とする。次に、児童の情報に対する
意識を把握したうえでプログラムの開発及び実践
し、児童の意識の変容の検証をしていく。これを
研究２とする。

2．研究方法

2.1. 小学生版情報モラルに対する意識尺度の作
成（研究１）
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2.1.1. 調査対象者
公立小学校４校　５、６年生　711名
（男子340名、女子371名）

2.1.2．調査時期　2022年４−５月に実施した

2.1.3．調査手続き
公立小学校４校の学校長に調査協力を依頼し、

各担任に主旨とその方法及び児童の安全に係る配
慮事項を説明した。調査対象となる児童に対して
は、各担任が質問紙を配付し、説明を行い、その
場で回答を求め、回収した。

2.1.4. 項目の収集と検討
以下の手続きによって作成した暫定尺度を用い

た。2022年３月に大学院生11名（教育現場で職
務経験のある小・中学校の現職院生）に情報モラ
ル教育（生徒指導面、情報教育カリキュラム、情
報モラル教育の指導実践）の問題点や課題点につ
いて自由記述式アンケートを実施した。回収した
ものは81件の切片で抽出した。その後、宮川・
森山（2011）の中学生版情報モラルに対する意識
尺度のカテゴリー項目を参考にし、KJ 法を参考
にしながら分析を行った。

さらに、偏りや重複を避けるために、情報モラ
ル教育を専門とする大学教員１名と大学院生３名、
現職教員２名（教職員歴：12年目、26年目）と分
析結果の検討を行い、最終的に54項目、情報モ
ラル教育の具体的な内容が盛り込まれるように６
つ（①依存②健康③情報の危険性④トラブルの危
険性⑤法の理解⑥マナー・ルール）にカテゴライ
ズした。

以下、カテゴライズした質問項目を「情報モラ
ルに対する意識暫定尺度（小学生版）」とし、質
問に対する回答方法については、「５：当てはま
る～１：当てはまらない」の５件法とした。

2.2．デジタル・シティズンシップ教育の概念を取り
入れたプログラム開発及び実践（研究２）

2.2.1. 調査対象者　
公立Ａ小学校５年生Ａ学級　32名
（男子13名、女子19名）

2.2.2. 調査時期　2022年９−10月に実施した

2.2.3. 調査手続き
学校長に調査協力を依頼し、学級担任に主旨と

その方法及び児童の安全に係る配慮事項を説明し
た。調査対象となる児童に対してプログラム実践
前に担任が、本調査は任意の調査であること等を
含めた説明を行い、実践前にプレデータを、実践
後にポストデータの回答を求め、回収した。

2.2.4. 測定尺度
測定尺度は、研究１で作成した小学生版情報モ

ラルに対する意識尺度を準備した。質問に対する
回答方法については、「５：当てはまる～１：当
てはまらない」の５件法とした。

2.2.5. 確認シートとデジタル・シティズンシッ
プ教育の関連性の検討

研究１の結果を受け、プログラムを考案する際
に、研究１の「小学生版情報モラルに対する意識
尺度」と「デジタル・シティズンシップの６領域」
の関連性があるかどうか検討する必要があるた
め、情報モラル教育を専門とする大学教員１名と
大学院生１名と共に適切性を検討し、小学生版情
報モラルに対する意識尺度は、デジタル・シティ
ズンシップの６領域に対しても関連性があること
が考えられた。その関連性を図１に示す。

図１　�小学生版情報モラルに対する意識尺度とデ
ジタル・シティズンシップの６領域の関連性

領領域域 授授業業ののねねららいい 授授業業ののポポイインントト

 第1時
【特別活動・学級活動（２）】
自分のメディアバランスを見つけよう

インターネット依存傾向

「ネット依存」とは何かを理解すること
ができる。

   【知・技】

「ネット依存」にならないようにするた
めに自分にできることは何か考えるこ
とができる。

    【思・判・表】

インターネットを有効に活用し，健全
な生活リズムで過ごそうとすることが
できる。

  【学びに向かう力・人間性】

・「ネット依存」の定義を示し，ネット依
存の症状を提示する。

・生活の優先順序を確認し，インター
ネット利用の約束を自分自身で決め
ることで，インターネットと上手に付き
合う方法をについて気付かせる。

・オンラインで行動するときは，「立ち
止まる・考える・相談する」の3つの手
順を踏むことを児童に伝える。

・児童が保護者にネット依存の学びを
伝え，家庭と共有する。

第2時
【道徳科責任ある自律的な行動】
教材名　アップするの？（学研）

不正コピー

周囲の状況や相手の立場を考えて行
動することについて自律的に判断し，
責任ある行動をしようとする態度を養
う。【道徳的態度】

・生活に欠かせないSNSの影の部分
に課題意識を焦点化させる。

・主人公の考えの変容を比較すること
で，立場が変わると感じ方が変わるこ
とに気付かせる。

・SNSに無断で投稿することの弊害，
便利なものだからこそうまく活用する
利点を考える場を設定する。

第3時
【特別活動・学級活動（２）】
ネットいじめと行動する人

コミュニケーショントラブル

「ネットいじめ」とは何かを理解し，オ
ンライントラブルにならないように行動
することができる。

   【知・技】

「ネットいじめ」がない社会にするため
に，互いの立場を考えた意見を出し
合い，被害者の立場に共感すること
ができる。

    【思・判・表】

「ネットいじめ」に対処したり，被害者
のために行動したりしながらインター
ネット良さを生かせるような生活を送
ることができる。

  【学びに向かう力・人間性】

・「ネットいじめ」の定義を示し，ネット
いじめの現状を提示する。

・事例をもとに，被害者・加害者・傍観
者の気持ちを確認し，いじめを止める
ための行動を考え，全体で共有する。

・オンラインで行動するときは，「立ち
止まる・考える・相談する」の3つの手
順を踏むことを児童に伝える。

・児童が保護者にネットいじめの学び
を伝え，家庭と共有する。
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2.2.6.デジタル・シティズンシップ教育の実践
のポイント

坂本（2022）らによると、アメリカの NPO のコ
モンセンスとハーバード大学大学院の研究組織プ
ロジェクト・ゼロが協力して開発したカリキュラ
ムと教材がある。日本では、国際大学グローバル
コミュニケーションセンター（GLOCOM）と坂本
らによって作成されたデジタル・シティズンシッ
プ教育の教材があり、今度・林ら（2021）が、
NPO のコモンセンスの教材を参考にして日本の学
校で実践するために開発した教材を開発している。

本実践において、今度・林ら（2021）の教材を
参考にして、デジタル・シティズンシップ教育の
４点の特徴を取り入れることにした。

１点目は「定義を示す」こと。授業では、学ぶ
用語を定義する。２点目は、「立ち止まるための
手順を学ぶ」こと。オンラインで行動するときは、

「立ち止まる・考える・相談する」の３つの手順
を踏むことを指導する。３点目は、「思考ルーチ
ンをベースに展開する」こと。思考ルーチンは、
感情を確認し、原因を特定する。その後、対応を
検討し、行動するための準備をする流れをもつこ
とである。４点目は、「家庭と学びを共有する」
こと。授業で学んだことを家庭と共有することで
児童は学習を振り返り、保護者も共に学びを深め
ることとした。

2.2.7．デジタル・シティズンシップ教育プログ
ラムの考案

本教育プログラムは、公立小学校の特別活動（45
分×２時間）と特別の教科道徳（45分×１時間）の
実践とした。プログラムのねらいとポイントを表
１に示す。３時間のプログラムの概要を下記に示
した。本実践は３時間とも指導案通り実施した。

３．結果と考察

3.1. 小学生版情報モラルに対する意識尺度の作
成（研究１）

3.1.1. 項目の精選と因子の確定
回答が得られなかった児童や無回答項目がある

児童の調査用紙を削除した後の調査対象者は、５
年生285名（男子118名、女子167名）、６年生306
名（男子158名、女子148名）、計591人（男子278
人、女子313人）、回答率は83.1％となった。

これらのデータに対して因子分析（重みなし最
小二乗法、固有値１以上の値についてプロマック
ス回転）を実施した。１つの因子について因子負
荷が0.30に満たないものを削除しながら複数回の
因子分析を実施し、最終的に５因子22項目を得
た。その因子負荷量を表２に示す。

表１　�デジタル・シティズンシップ教育プログラムの
ねらいとポイント

領領域域 授授業業ののねねららいい 授授業業ののポポイインントト

 第1時
【特別活動・学級活動（２）】
自分のメディアバランスを見つけよう

インターネット依存傾向

「ネット依存」とは何かを理解すること
ができる。

   【知・技】

「ネット依存」にならないようにするた
めに自分にできることは何か考えるこ
とができる。

    【思・判・表】

インターネットを有効に活用し，健全
な生活リズムで過ごそうとすることが
できる。

  【学びに向かう力・人間性】

・「ネット依存」の定義を示し，ネット依
存の症状を提示する。

・生活の優先順序を確認し，インター
ネット利用の約束を自分自身で決め
ることで，インターネットと上手に付き
合う方法をについて気付かせる。

・オンラインで行動するときは，「立ち
止まる・考える・相談する」の3つの手
順を踏むことを児童に伝える。

・児童が保護者にネット依存の学びを
伝え，家庭と共有する。

第2時
【道徳科責任ある自律的な行動】
教材名　アップするの？（学研）

不正コピー

周囲の状況や相手の立場を考えて行
動することについて自律的に判断し，
責任ある行動をしようとする態度を養
う。【道徳的態度】

・生活に欠かせないSNSの影の部分
に課題意識を焦点化させる。

・主人公の考えの変容を比較すること
で，立場が変わると感じ方が変わるこ
とに気付かせる。

・SNSに無断で投稿することの弊害，
便利なものだからこそうまく活用する
利点を考える場を設定する。

第3時
【特別活動・学級活動（２）】
ネットいじめと行動する人

コミュニケーショントラブル

「ネットいじめ」とは何かを理解し，オ
ンライントラブルにならないように行動
することができる。

   【知・技】

「ネットいじめ」がない社会にするため
に，互いの立場を考えた意見を出し
合い，被害者の立場に共感すること
ができる。

    【思・判・表】

「ネットいじめ」に対処したり，被害者
のために行動したりしながらインター
ネット良さを生かせるような生活を送
ることができる。

  【学びに向かう力・人間性】

・「ネットいじめ」の定義を示し，ネット
いじめの現状を提示する。

・事例をもとに，被害者・加害者・傍観
者の気持ちを確認し，いじめを止める
ための行動を考え，全体で共有する。

・オンラインで行動するときは，「立ち
止まる・考える・相談する」の3つの手
順を踏むことを児童に伝える。

・児童が保護者にネットいじめの学び
を伝え，家庭と共有する。
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第１因子は、「目が疲れていても、ゲームやコ
ンピューターを続けたい」「いつでもどこでもゲー
ムのことが気になる」等の９項目に高い因子負荷
量が見られた。これらは、ゲームやインターネッ
トのこと続けたいと感じている状態に関すること
であると考えられ、『インターネット依存傾向』と
命名した。

第２因子は、「お家で決めたインターネットを
使用するきまりを自分は守っている」「家で決め
た情報機器の使い方やゲームの遊び方、動画視聴
のきまりを自分は守っていると思う」等の３項目
に高い因子負荷量が見られた。これらは、インター
ネットのきまりや情報機器の使い方を守る意識に
関することであると考えられ、『インターネット
規範意識』と命名した。

第３因子は、「友達とメールのやりとりをする
ことは、ふだんの学校生活の友だち関係に影響し
ていると思う」「友だちと SNS のメッセージのや
りとりをしていたら、学校での友だち関係に影響

があると思う」等の３項目に高い因子負荷量が見
られた。これらは情報機器のやりとりの中で、友
だち関係の影響力に関することであると考えら
れ、『コミュニケーショントラブル』と命名した。

第４因子は、「オンラインゲームやテレビゲー
ムなどのゲームソフトを無料で楽しめるなら、無
料コピーや無料ダウンロードしてみたいと思う」

「コンピューターソフトやアプリは、買わずに無
料ソフトを使ってゲームを楽しみたいと思う」等、
４項目に高い因子負荷量が見られた。これらは、
無料ソフトや無料アプリを活用してみたいという
意識に関するものであると考えられ、『不正コピー
欲求』と命名した。

第５因子は、「メールのやりとりやゲームで遊
んでいる人の中で、嫌なことをされたり、言われ
たりしたら仕返ししたくなると思う」等、３項目
に高い因子負荷量が見られた。これらは、オンラ
インゲームや SNS に夢中になるために、思わず
してしまう言動に関する意識に関するものである
と考えられ、『衝動性』と命名した。以下、本研
究で得られた尺度を『小学生版情報モラルに対す
る意識尺度』とする。

3.1.2. 小学生版情報モラルに対する意識尺度の
信頼性の検討

５因子について Cronbach のα係数を算出して
確認したところ、順に .873、.896、.853、.729、.669
であった。最終因子のみやや低い数値であるが、
衝動的なトラブルも現状として確認されているた
め最終因子も取り入れることとし、内的整合性が
確認された。下位尺度の信頼性がある水準である
と考えた。

3.1.3. 小学生版情報モラルに対する意識尺度の
性差と学年差

男女間の平均の相違と学年間の平均の相違の確
認のため、t 検定を実施した。性差における結果
を表３に示す。宮川・森山（2011）の先行研究か
ら、情報モラルの研究領域において性差や授業実
践前後による差異を指摘しており、先行研究に則

表２　因子分析の結果と下位尺度構成

領領域域 授授業業ののねねららいい 授授業業ののポポイインントト

 第1時
【特別活動・学級活動（２）】
自分のメディアバランスを見つけよう

インターネット依存傾向

「ネット依存」とは何かを理解すること
ができる。

   【知・技】

「ネット依存」にならないようにするた
めに自分にできることは何か考えるこ
とができる。

    【思・判・表】

インターネットを有効に活用し，健全
な生活リズムで過ごそうとすることが
できる。

  【学びに向かう力・人間性】

・「ネット依存」の定義を示し，ネット依
存の症状を提示する。

・生活の優先順序を確認し，インター
ネット利用の約束を自分自身で決め
ることで，インターネットと上手に付き
合う方法をについて気付かせる。

・オンラインで行動するときは，「立ち
止まる・考える・相談する」の3つの手
順を踏むことを児童に伝える。

・児童が保護者にネット依存の学びを
伝え，家庭と共有する。

第2時
【道徳科責任ある自律的な行動】
教材名　アップするの？（学研）

不正コピー

周囲の状況や相手の立場を考えて行
動することについて自律的に判断し，
責任ある行動をしようとする態度を養
う。【道徳的態度】

・生活に欠かせないSNSの影の部分
に課題意識を焦点化させる。

・主人公の考えの変容を比較すること
で，立場が変わると感じ方が変わるこ
とに気付かせる。

・SNSに無断で投稿することの弊害，
便利なものだからこそうまく活用する
利点を考える場を設定する。

第3時
【特別活動・学級活動（２）】
ネットいじめと行動する人

コミュニケーショントラブル

「ネットいじめ」とは何かを理解し，オ
ンライントラブルにならないように行動
することができる。

   【知・技】

「ネットいじめ」がない社会にするため
に，互いの立場を考えた意見を出し
合い，被害者の立場に共感すること
ができる。

    【思・判・表】

「ネットいじめ」に対処したり，被害者
のために行動したりしながらインター
ネット良さを生かせるような生活を送
ることができる。

  【学びに向かう力・人間性】

・「ネットいじめ」の定義を示し，ネット
いじめの現状を提示する。

・事例をもとに，被害者・加害者・傍観
者の気持ちを確認し，いじめを止める
ための行動を考え，全体で共有する。

・オンラインで行動するときは，「立ち
止まる・考える・相談する」の3つの手
順を踏むことを児童に伝える。

・児童が保護者にネットいじめの学び
を伝え，家庭と共有する。
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り、各因子の授業前後の差異があることが予測さ
れると判断したため実施することにした。

ｔ検定の結果、インターネット依存傾向におい
て、５％水準で有意差が認められ、男子の方が女
子よりインターネット依存傾向が高いということ
が示された。（t（589）=2.56, p<.05,d=0.21）また、
衝動性において、0.1％水準で有意差が認められ、
男子の方が女子よりも衝動性が高いことが示され
た。（t（589）=4.23, p<.001,d=0.35）

次に、学年差における結果を表４に示す。ｔ検
定の結果、３つの因子の有意差が認められた。

インターネット依存傾向において、５％水準で
有意差が認められ、６年生の方が５年生よりイン
ターネット依存傾向が高いということが示された。

（t（589）=2.14, p<.05,d=0.18）
また、コミュニケーショントラブルにおいて、

１％水準で有意差が認められ、６年生の方が５年
生よりコミュニケーショントラブルが高いという
ことが示された。（t（589）=2.82, p<.01,d=0.23）

最後に、不正コピー欲求において、５％水準で
有意差が認められ、６年生が５年生より不正コ
ピー欲求が高いということが示された。（t（589）
=2.33, p<.05,d=0.19）

本分析から、「インターネット依存傾向」、「コミュ
ニケーショントラブル」及び「不正コピー欲求」
に対処できるプログラム実践の必要性が示された。

3.2. デジタル・シティズンシップ教育の概念を
取り入れたプログラム開発及び実践（研究２）

回答が得られなかった児童や無回答項目がある
児童の調査用紙を削除した後の調査対象者は、31
名（男子12名、女子19名）であり、回答率は、96.9％
であった。

3.2.1.情報モラルに対する意識を可視化するレー
ダーチャートシートの開発

表３　�小学生版情報モラルに対する意識尺度にお
ける性差の結果（n=591）

図２　�５年Ａ組の学級情報モラル確認シート調査結
果（事前・事後）

表４　�小学生版情報モラルに対する意識尺度にお
ける学年差の結果（n=591）
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指導者や家庭の保護者に児童の情報モラルの意
識の現状及び課題を可視化できるようにすること、
学校と家庭が情報モラルに対する連携を図りやす
くするために、まず『小学生版情報モラルに対す
る意識尺度』の５因子を用いてレーダーチャート
化した『情報モラル確認シート』を開発した。

図２にＡ小学校５年Ａ組の情報モラル確認シー

トの結果を示す。

3.2.2. 授業実践の前後における回答の下位尺度
得点の平均値と２要因分散分析の結果

宮川・森山（2011）の先行研究から、性差や実
践前後による差異が指摘されている。先行研究に
則り、各因子の差異があることが予測されると判
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表５　授業実践の前後における回答の下位尺度得点の平均値と標準偏差

図３　�授業前後⑵×性別⑵　2要因分散分析の主効
果の結果一覧

図４　コミュニケーショントラブルの結果

表７　インターネット依存傾向の結果表６　�授業前後⑵×性別⑵　2要因分散分析の交互
作用の結果一覧
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断し、事前事後⑵×性別⑵の２要因分散分析を実
施した。各因子の下位尺度得点の平均と標準偏差
を表５に、２要因分散分析の分析結果を表６・図
３と表７・図４に示す。分析の結果、インターネッ
ト依存傾向は交互作用が有意となり、他因子は有
意ではなかった。（F（1,29）=5.02,p<.05,）

インターネット依存傾向の単純主効果検定で
は、男子について、下位尺度得点が有意に高かっ
た。（事後＞事前）（F（1,29）=6.60,p<.05,d=0.46）

また、単純主効果検定では、女子について下位
尺度得点に有意傾向が認められた。（女子＞男子） 

（F（1,29）=4.05,.05<p<.01,d=1.32）
また、コミュニケーショントラブルは、事前事

後の主効果が認められ、事前よりも事後に有意に
高い結果となった。（F（1,29）=4.75,p<.05,d=0.31）

3.2.3. 交互作用において有意差が認められたイ
ンターネット依存傾向に関する考察

有意差が認められた点として、２点考えられる。
１点目は、第１時の「自分のメディアバランス

を見つけよう」の実践の効果である。研究１の考
察でも述べたが、「男子」、「６年生」は、インター
ネット依存性が高いことが示されている。事後の
男子の平均値の伸びから、男子のインターネット
依存傾向に効果的に対処することができたと考え
る。また、調査対象が５年生ということもあり、
早い段階の実践が未然防止の役割を果たすことが
できたのではないかと考えられる。

２点目は、５年生の事前（４、５月頃）のイン
ターネット依存傾向は、男女間で大きな差がある
ことが明らかになった。女子は、もともとインター
ネット依存傾向の意識水準が良好であるが、男子
のインターネット依存傾向の数値は低く、ネット
依存になりやすい傾向にあると考える。そして結
果的に、男子は実践を通して女子のインターネッ
ト依存傾向の水準まで伸ばすことができたと考え
られる。

3.2.4.主効果において有意差が認められたコミュ
ニケーショントラブルに関する考察

有意差が認められた点として２点挙げる。
１点目は、第３時の「ネットいじめと行動する

人」の実践の効果である。授業前段で児童がネッ
トいじめの現状及びＡ市の児童に関するネットト
ラブル（インターネット上の悪口や嫌がらせ）を
提示したことで、身近にもネットトラブルの存在
を認識できたと考えられる。

２点目は、本時の演習で取り上げた SNS のコ
ミュニケーショントラブルの対処の仕方を自分事
として考えながら活動できたことである。コミュ
ニケーショントラブルを未然に防ぐという点で効
果的な実践であったと考えられる。

3.2.5. 主効果において有意差が認められなかっ
た４因子に関する考察

分析結果（表５）から、事前より事後の平均値
は数値に変化が見られるものの、インターネット
依存傾向、インターネット規範意識、不正コピー
欲求、衝動性の４因子の有意差は認められなかっ
た。３時間の実践では効果が見られないことが明
らかになった。

3.2.6.KH�Coder 用いた児童の感想の分析結果
第１時の特別活動と第３時の特別活動の事後の

ワークシートの感想の関連性を分析する。第１時
のメディアバランスと第３時ネットいじめの関連
性が描かれたネットワーク図を図５に示す。

KH coder の「共起ネットワーク」のコマンド
を用い、児童の自由記述の共通する出現パターン
を分析した。似通った語（すなわち共起の程度が
強い語）は線で結んだネットワークを描いた。強
い共起関係ほど太い線で、出現数の多い語ほど大
きい円で描画されている。なお、抜粋した語は、
KH Coder の KWIC コンコーダンスのコマンド
を用い、それぞれの語がどのように表現されてい
るのか、文脈を探った。この図から、共通する出
現語は12語で、「分かる」、「考える」、「自分」の
単語の出現回数の多さを確認した。

「分かる」の語の文脈は、「授業理解」の記述
が多かった。（22文脈中22文脈：100％）「ネット
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いじめは、悲しませることや困らせることが分
かった」、「ネットいじめは、こんなにも怖いとい
うことが分かった」等のネット依存やネットいじ
め、メディアバランスの記述があった。デジタル・
シティズンシップ教育の教材の特徴である「定義
を示す」ことの理解が図られたものと推察した。

「考える」の文脈は、「思考することの大切さ」
の記述が多かった。（13文脈中７文脈：76.9％）「こ
れからは、時間や生活の優先順位を考えながら
ゲームや動画視聴・SNS を見たいと思った」、「い
じめをするのは簡単だが、いじめを受ける側はつ
らいので考えて行動したい」等の記述があった。
デジタル・シティズンシップ教育の教材の特徴で
ある「立ち止まるための手順を学ぶ」、つまり「立
ち止まる・考える・相談する」の３つの手順が意
識化されたものであると推察した。

「自分」の語の文脈は、「今後の決意」の記述
が多かった。（13文脈中７文脈）：53.8％）

「ネット依存にならないように、親と約束した
ルールや自分が決めたルールを守り、気を付けた
い」、「自分はネットいじめをしないことや他の人
がいじめにあっていたら助けてあげたい」等の記
述があった。児童自身がオンラインで行動すると
き、自分が実践したいことの行動化に関するもの
と推察した。

また、出現数は小さいが、「影響」、「気をつけ」、

「楽しい」の語が相互に関連している。「インター
ネット上の影響を理解した上で、気を付けながら
楽しく使いたい」と推察する記述も見られ、イン
ターネット利用に肯定的な児童の意識も表出して
いることも確認できた。

3.2.7.KH�Coder用いた保護者からの感想の分析
結果

第１時の特別活動と第３時の特別活動では、児
童が学習したことを保護者へ伝える活動を指示
し、話を聞いた保護者からの感想を回収した。保
護者の感想の回収率は、第１時は48.3％、第３時
は65.0％だった。図６に描かれたネットワーク図
を示す。

保護者の感想を3.2.6．と同様に「共起ネットワー
ク」のコマンドを用い、保護者の自由記述の出現
パターンを分析し、文脈を探った。共通する出現
語は16語で、「子ども」、「家庭」、「時間」、「使う」
の単語の出現回数の多さを確認した。

「子ども」の語の文脈は、「子どもの学び」の
記述が多かった。（18文脈中13文脈：72.2％）「子
どもはゲームと勉強の時間のバランスを考えやろ
うと思ったようだ」、「子どもは、メディアは楽し
く便利なものであるが、利用の仕方を間違えると
様々な影響やトラブルにつながることが分かっ

図５　児童の感想の共起ネットワーク（群別）

図６　保護者の感想の共起ネットワーク（群別）
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た」等の実践から得た学びの記述があった。デジ
タル・シティズンシップ教育の教材の特徴である

「定義を示す」ことの理解と、「家庭と学びを共有
する」ことを図ることができたと推察した。

「家庭」の語の文脈は、「家庭での確認」の記
述が多かった。（16文脈中15文脈：93.8％）「面と
向かって言えないことは SNS でも言ってはいけ
ない等、家庭で話すきっかけとなった」、「家庭で
は優先順位を考えて使うこと、使っているときに
声がけすることを続けたい」等の話すきっかけや
今後続けたいことの記述があった。「子ども」の
語とも関連性があり、「子どもの学び」を受け、「家
庭での確認」が図ることができたと推察した。

「時間」の語の文脈は、「メディアルール」の
記述が多かった。（14文脈中10文脈：71.4％）

「改めてゲーム使用の時間を決めて、そのルー
ルを守ることを子どもが自覚することができた」、

「子どもが時間を決めてやることが大切と言って
いた。家庭では平日１日１時間」等の記述があっ
た。ルール設定し、トラブルに対処するための未
然防止、依存性や健康等に留意する意図が働いた
と推察した。

「使う」の語の文脈は、「メディア利用」の記
述が多かった。（11文脈中６文脈：68.8％）

「現実の生活と同じく、人の気持ちを考えなが
らネットを使うことが大事だと思った」、「制限ば
かりしても後々、使いたい気持ちがふくれてしま
うのも怖いので、ほどほどに使用していければと
思った」等の記述があった。メディアに対する抵
抗感もありつつも、制限や抑制だけではなく、家
庭でも上手にメディアと付き合おうとする肯定的
な姿勢があることを推察した。

４．研究のまとめ

本研究は、情報に対する意識尺度（小学生版）
を開発し、児童の情報モラルの資質・能力を高め
るプログラムの開発及び実践することで、その効
果を検証することを目的としたものであった。研
究１では、児童の情報に対する意識を把握するた

めに、『小学生版情報モラルに対する意識尺度』
を作成した。研究２では、『小学生版情報モラル
に対する意識尺度』を活用し、デジタル・シティ
ズンシップの概念に沿ったプログラム授業実践を
行い、情報モラル確認シートの作成及びその効果
を検証した。本実践研究から以下のようにまとめ
られる。

4.1. 小学生版情報モラルに対する意識尺度の作
成（研究１）
• 小学生版情報モラルに対する意識尺度を作成

し、諸課題に対応した調査が可能となったこと。
• 男子の「インターネット依存傾向」と「衝動性」

は女子よりも高い傾向にある。
• ６年生の「インターネット依存傾向」、「コミュ

ニケーショントラブル」、「不正コピー欲求」の
数値が高い傾向にある。

情報モラル教育を専門とする研究者は、「今後、
児童生徒の ICT トラブルは低年齢化に向かう可
能性があること」、「情報モラルの継続した指導と
児童生徒の情報機器端末の操作の慣れでトラブル
は減っていく」と指摘している。児童生徒の ICT
利活用において、様々なトラブルが低年齢化する
と想定される中で、未然防止につながる『小学生
版情報モラルに対する意識尺度』を作成できたこ
とは大きな成果であると言える。

生徒指導提要（2022）の「インターネット・携
帯電話に関わる問題」の留意点には、「インター
ネットの問題は、トラブルがおきてしまうと完全
に解決することが極めて難しいため、未然防止を
含めて、対策を講じるための体制を事前に整えて
おくことが必要」と示され、『小学生版情報モラ
ルに対する意識尺度』の活用は、実態を把握が可
能という点で未然防止につながる。

また、児童個々のデータから実態に差があるこ
とが明らかになった。つまり、学校及び家庭の
ICT の利用頻度によって、児童の操作理解度や操
作の慣れに差があるということである。全体指導
と個別指導の両輪で対応する必要もあると考えら
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れる。
今後は、ICT 利活用のトラブルの低年齢化に

向けた低学年及び中学年を対象とした尺度の作成
も今後必要であろうと考える。

4.2. デジタル・シティズンシップ教育の概念を
取り入れたプログラム開発及び実践（研究２）
• デジタル・シティズンシップ教育の特徴を踏ま

えたプログラムを考案・実践したこと。
• 児童の学びを保護者と共有するができたこと。
• 男子のインターネット依存傾向、学級全体のコ

ミュニケーショントラブル対して効果的な実践
ができたこと。

• レーダーチャートの『情報モラル確認シート』
を作成したこと。

デジタル・シティズンシップ教育の特徴である
「定義を示す」、「立ち止まるための手順を学ぶ」、
「思考ルーチンをベースに展開する」、「家庭と学
びを共有する」を取り入れた実践は、指導する上
で何を児童に伝え、何を考えさせるのか明確にな
り指導しやすいプログラム構成であった。

児童のワークシートの感想の記述等から、定義
を示したことで、児童は「もしかすると自分にも
該当するかもしれない」と自分事として考えたり、
思考ルーチンをベースに展開させたことで、「思
考」で終えずに「自分自身の行動」まで踏み込む
ことができたりと自己決定の育成を図ることがで
きたと考える。また、インターネットの利用で困
難な場面になったとき、「立ち止まる・考える・
相談する」のオンライン上の立ち止まり方を身に
付けることができた児童も多数見られた。さらに、
児童の授業を保護者へ伝える活動を通して、家庭
と学校の連携を図ることができたと考える。学校
での指導と家庭のルールに一体感をもつことがで
きれば、インターネット利活用もより充実したも
のになると考える。

このように、男子のインターネット依存傾向、
学級全体のコミュニケーショントラブルに効果的
なプログラム実践であったことで、５年生を対象

とした３時間のプログラムは一定の成果を上げる
ことができたのではないかと考える。

『情報モラル確認シート』については、個人・
学級の情報モラル意識が可視化されており、本
シートを活用することで保護者と共有しやすい
Tool としての役割も果たせるのではないかと考
える。

本シートの活用で、情報モラルの現状を確認し、
今後の指導や手立て及び家庭との連携を深める点
で期待できる点は多い。

また、本実践は、カリキュラム・マネジメント
の視点で構想及び実践することができた。特別活
動と特別な教科道徳の３時間で教科横断的に実践
した。結果的に「計画」の段階と、教える「実施」
の段階に加え、学んだ内容が経験となり、継続性
のあるプログラムの実践ができたと考える。しか
し、カリキュラム・マネジメントの目的は、教育
の質の向上と学校の教育目標の達成にあることか
ら、カリキュラム・マネジメントそのものが目的
化しないように進めたいとも考える。本実践は、
児童の実態に即して実践することが大切であり、
学級・学年同じ指導と考えずに柔軟性をもったプ
ログラムの考案・実践を進めたい。

最後に、児童生徒が ICT 利活用する上で、「ICT
の利便性（アクセル）」と「ICT の危険性（ブレー
キ）」を理解することは勿論であるが、一番大切
なことは、「判断力（アクセルを踏む準備やブレー
キをかけられる準備）」をつけさせることでない
かと考える。デジタル・シティズンシップ教育を
もとに実践したが、児童がインターネット利活用
する際のメリットとデメリット理解し、考えたり、
行動したりする実践の効果は大きいと言える。今
後、生徒指導と連携を図りながら、インターネッ
トを安全で楽しく、子ども達の学びにつなげられ
るような学校・社会づくりに本実践が微力でも貢
献できればと考える。

５．今後の課題

本研究で得られた『小学生版情報モラルに対す
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る意識尺度』の測定方法を見直し、プログラムの
効果の検証が必要である。質問項目は、メディア
利用中の気持ち・心情に関する質問項目を作成し
たがマナーや倫理観を含む質問項目も含まれ、児
童は「こうあるべき・こうでないといけない」と
いう義務的な意識が働きやすいのではないかと考
える。質問項目を吟味し、本意識尺度の精度を高
めるために改善していく必要がある。

また、関連して『情報モラル確認シート』の活
用及び開示は、検討の余地がある。本シートは、「テ
スト」ではなく、あくまで「実態把握」を目的と
したものである。本シートの活用及び開示の仕方
を誤れば、児童は気持ちや心情等と異なる記入す
る可能性があり、本シートの意味が失われてしま
う可能性がある。

付記

本研究は、岩手大学における人を対象とする研
究実施規則の承認を得たものである。

（第202245号）
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